
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

▼
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
要
件

①�

保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
10
年
以
上
必
要

で
す

　
老
齢
基
礎
年
金
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間

（
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
加
入
期
間

を
含
む
）
と
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算

し
た
資
格
期
間
が
、
10
年
以
上
あ
る
場
合
に

65
歳
か
ら
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
60
歳
ま
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満

た
し
て
い
な
い
場
合
、
65
歳
ま
で
の
方
な
ら

任
意
加
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②�

保
険
料
を
納
め
た
月
数
で
年
金
額
が
変
わ

り
ま
す

　

保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

③
お
手
続
き
は
原
則
65
歳
か
ら
で
す

　
ご
希
望
の
方
は
、
年
金
を
受
け
取
る
年
齢

に
応
じ
た
「
繰
上
げ
受
給
」
や
「
繰
下
げ
受

給
」
が
で
き
ま
す
。

・��

繰
上
げ
受
給

　

�

60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
繰
り

上
げ
て
受
給
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
年
金

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

・
繰
下
げ
受
給

　

�

66
歳
以
降
に
繰
り
下
げ
て
受
給
で
き
ま

す
。
な
お
、
年
金
額
は
増
額
さ
れ
ま
す
。

※�

い
ず
れ
の
受
給
も
一
度
決
め
た
減
額
率
や

増
額
率
は
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

▼�

年
金
額
（
令
和
6
年
度
の
額
）

　

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年
間
、

保
険
料
を
す
べ
て
納
め
る
と
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
額
（
満
額
の
場
合
）
年
額

81
万
６
０
０
０
円（
月
額
６
万
８
０
０
０
円
）

▼
請
求
手
続
き
に
つ
い
て

①�

年
金
の
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
お
よ
び
年

金
請
求
書
が
事
前
送
付
さ
れ
ま
す

　
65
歳
の
誕
生
日
の
約
３
カ
月
前
に
、
日
本

年
金
機
構
ま
た
は
共
済
組
合
な
ど
か
ら
「
老

齢
年
金
の
お
知
ら
せ
」
や
「
年
金
請
求
書
」

が
届
き
ま
す
。

※�
繰
上
げ
請
求
を
希
望
さ
れ
る
方
や
、
年
金

請
求
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
土
浦
年
金

事
務
所
ま
た
は
役
場
保
険
年
金
課
窓
口
で

年
金
請
求
書
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

※�

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、
加
入

し
て
い
た
共
済
組
合
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

②
「
年
金
請
求
書
」
を
提
出
し
ま
す

　
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
給
開
始
年
齢
の

誕
生
日
の
前
日
以
降
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※�

添
付
書
類
は
配
偶
者
の
有
無
や
年
金
加
入

状
況
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
の
で
、
年
金
請

求
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
、
土
浦
年
金
事
務
所
・
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
年
金
事
務
所
の
予
約
申
し
込
み
に
つ
い
て

　
年
金
事
務
所
へ
の
来
訪
相
談
や
年
金
請
求

に
関
す
る
手
続
き
に
は
、
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。「
予
約
受
付
専
用
電
話
」
へ
申
し
込

み
の
上
、
予
約
日
に
ご
来
所
く
だ
さ
い
。

　
老
齢
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金
の
加
入
者

で
あ
っ
た
方
の
老
後
の
保
障
と
し
て
、
65
歳

か
ら
給
付
さ
れ
ま
す
。

暮らしの情報欄

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
土
浦
年
金
事
務
所　
お
客
様
相
談
室

　
（
土
浦
市
下
高
津
２
‐
７
‐
29
）

　

�

☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０
／
自
動

音
声
に
従
っ
て
【
１
】
の
あ
と
に
【
２
】

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・
予
約
受
付
専
用
電
話

　

�

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
８
９
０

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

�

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

・�

保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

　
年
金
加
入
期
間
が
国
民
年
金
【
第
１
号
被

　
保
険
者
】
の
み
の
方

　
老
後
生
活
へ
の
備
え
は
十
分
で
す
か
？

　
年
金
は
家
族
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
準
備
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
農
業
経
営
の
引
退
後
も
十
分

な
収
入
を
確
保
し
て
安
心
し
た
老
後
生
活
を
送
る

た
め
に
は
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
し
た
年
金
の
受

給
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

▼
農
業
者
年
金
の
加
入
資
格
者

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
（
保
険
料
納
付

免
除
者
を
除
く
）
で
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
（
農
業
経
営
者
、

後
継
者
、
パ
ー
ト
さ
ん
な
ど
）
な
ら
広
く
加
入
で

き
ま
す
。

※�

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
も
加
入
で

き
ま
す
。

▼
メ
リ
ッ
ト

・�

途
中
脱
退
も
再
加
入
も
可
能
で
す

　

支
払
が
厳
し
く
一
時
停
止
な
ど
を
し
た
場
合

は
、
脱
退
一
時
金
と
し
て
で
は
な
く
、
将
来
、
年

金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

・�

少
子
高
齢
時
代
に
強
い
積
立
方
式
、
確
定
拠
出

型
で
す

��　
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
方
の
数
や
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
の
数
の
影
響
を
受
け
な
い
、
安
定

し
た
制
度
で
す
。

・�

通
常
加
入
の
保
険
料
は
自
由
に
選
択
で
き
、
加

入
後
い
つ
で
も
変
更
で
き
ま
す

��　
月
額
２
万
円
（
35
歳
未
満
で
一
定
の
要
件
を
満

た
す
方
は
１
万
円
）
か
ら
６
万
７
０
０
０
円
ま
で

の
間
で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。

・�

ず
っ
と
一
定
の
収
入
が
確
保
で
き
る
終
身
年
金

で
す

�　
80
歳
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
に
は
死
亡
一
時

金
と
し
て
ご
遺
族
が
受
け
取
れ
ま
す
。

・�

税
制
面
の
優
遇
措
置
が
あ
る
た
め
所
得
税
・
住

民
税
な
ど
が
大
き
な
節
税
に
な
り
ま
す

���　
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
、
将
来
受
け
取
る
年
金
も
公
的
年
金
等
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

・�

認
定
農
業
者
な
ど
意
欲
あ
る
担
い
手
に
は
保
険

料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

�　
農
業
の
担
い
手
の
育
成
・
支
援
の
た
め
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
保
険
料
の
国
庫
補
助
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　

全
国
農
業
新
聞
は
、
地

域
農
業
者
の
代
表
機
関
で

あ
る
農
業
委
員
会
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
発
行
す
る
週

刊
の
農
業
総
合
専
門
紙
で

す
。

　

全
国
の
農
業
委
員
会
組

織
の
活
動
、
地
方
の
農
政・

農
業
問
題
、
経
営
に
役
立

つ
最
新
情
報
な
ど
、
地
域

知
っ
て
得
す
る
農
業
者
年
金
　
安
心
で
豊
か
な
老
後
を

消
費
生
活
相
談
だ
よ
り

　
通
信
販
売
で
の
「
定
期
購
入
」
に
関
す
る
相

談
が
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
定
期
コ
ー
ス
に
変

更
さ
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

▼
相
談
事
例

　

ス
マ
ホ
で
「
定
期
縛
り
な
し
」「
初
回

２
０
０
０
円
」
の
美
容
液
の
定
期
コ
ー
ス
の

広
告
を
み
て
、
注
文
し
た
。
初
回
の
商
品
が

届
き
、
販
売
業
者
に
電
話
で
定
期
コ
ー
ス
の

解
約
を
伝
え
た
ら
、「
４
回
の
購
入
が
条
件

の
定
期
購
入
コ
ー
ス
の
契
約
に
な
っ
て
い

る
」
と
説
明
さ
れ
た
。

　

広
告
に
は
「『
定
期
縛
り
な
し
』
と
記
載

さ
れ
て
い
た
」
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、「『
特
別

割
引
ク
ー
ポ
ン
』
を
『
利
用
す
る
』
の
ボ
タ

ン
を
押
し
て
コ
ー
ス
変
更
し
て
い
る
の
で
、

４
回
約
４
万
円
分
の
商
品
を
購
入
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
た
が
、
納
得
で
き
な

い
た
め
解
約
し
た
い
。

▼
ア
ド
バ
イ
ス

　
「
最
終
確
認
画
面
」
は
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て

最
後
ま
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
契
約
前
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

□�

定
期
購
入
が
条
件
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

か
？

□�

継
続
期
間
や
購
入
回
数
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
か
？

□�

支
払
う
こ
と
に
な
る
総
額
は
い
く
ら
で
す

か
？

□��

解
約
の
際
の
連
絡
手
段
を
確
認
し
ま
し
た

そ
の
申
し
込
み
、
定
期
購
入
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？

か
？

□�

お
届
け
予
定
日
や
利
用
規
約
の
内
容
を
確

認
し
ま
し
た
か
？

※�

契
約
条
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
画
面
を
ス

ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

〈
参
考
：
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
〉

▼
問
い
合
わ
せ
先

①
ま
ち
未
来
創
造
課　
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
毎
週
月
・
水
曜
日

　
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

　
リ
モ
ー
ト
相
談
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
！　

　
毎
週
火
・
木
曜
日
（
要
予
約
）

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
６
）

②
茨
城
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
平
日
と
日
曜
日
（
日
曜
日
は
電
話
の
み
）

　

�

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
日
曜
日
は
午
後

４
時
ま
で
）

　
☎
０
２
９
‐
２
２
５
‐
６
４
４
５

③�

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
）
土
・
日
曜
日
、
祝
日

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
☎
１
８
８
（
い
や
や
！
）

※�

他
市
町
村
へ
の
ご
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い

商
工
会
だ
よ
り

収
入
印
紙
・
収
入
証
紙
の
販
売

�

利
根
町
商
工
会
で
は
、
収
入
印
紙
、
茨
城

県
収
入
証
紙
の
販
売
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
な
ど
で
ご
入
用
の
方
は

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）
収
入
印
紙
、
収
入
証
紙
は
税
金
分

類
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
購
入
は
、
原
則
現

金
払
い
の
み
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
一
度
に
五
万
円
以
上
の
購
入
を
ご

希
望
の
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
在
庫
の
都

合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
利
根
交
通
バ
ス
回
数
券
の
販
売

��

利
根
町
商
工
会
で
は
、
利
根
町
の
公
共
交

通
機
関
に
分
類
さ
れ
る
大
利
根
交
通
バ
ス
の

回
数
券
販
売
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　
通
勤
、
通
学
な
ど
で
大
利
根
交
通
バ
ス
回
数

券
を
ご
利
用
の
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）
大
利
根
交
通
バ
ス
回
数
券
の
ご
購

入
は
現
金
払
い
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼��

問
い
合
わ
せ
先

　
利
根
町
商
工
会
（
利
根
町
布
川
２
９
４
７
）

　
☎
68
‐
７
４
１
７

の
身
近
な
話
題
を
カ
ラ
ー
の
紙
面
で
見
や
す
く
ま

と
め
て
あ
り
ま
す
。

　
旬
な
食
材
を
使
用
し
た
簡
単
レ
シ
ピ
や
、
プ
レ

ゼ
ン
ト
の
コ
ー
ナ
ー
、
農
政
マ
ン
ガ
や
コ
ラ
ム
な

ど
、
楽
し
め
る
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
発
行
日
】
毎
週
金
曜
日

【
購
読
料
】
月
７
０
０
円

▼�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
利
根
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
３
７
）
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